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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）揮発性油分を１５～５０質量％と、
　（ｂ）重質流動イソパラフィンを５～２５質量％と、
　（ｃ）ライスワックスを５～３０質量％と、
　を配合してなることを特徴とする芯状のペンシル状化粧料。
【請求項２】
　請求項１に記載のペンシル状化粧料が、シャープペンシル形収納容器に繰り出し可能に
収納されていることを特徴とする化粧製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はペンシル状化粧料および化粧製品に関し、より詳しくは、化粧持ちと塗布時の
なめらかさに優れたペンシル状化粧料および化粧製品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に化粧持ちのよいリップライナーペンシル、アイブローペンシルなどのペンシル状
化粧料は、固形油分、流動油分、揮発油分、樹脂を主成分とし、塗布後、処方中の揮発油
分が揮散すると連続的な皮膜を皮膚上に形成するものである。生成された皮膜は水に不溶
であるから汗や涙に滲まず、皮脂にも強く、取り除く際はリムーバーで濡らせばはがし取
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ることができる。このタイプのペンシル状化粧料は使用性の点から樹脂の選択が重要であ
る。近年開発された有機シリコーン樹脂（例えばトリメチルシロキシケイ酸のデカメチル
シクロペンタシロキサン５０％溶液）を用いたペンシル状化粧料は、耐水性、耐油性が良
好で、化粧持ちに優れているため、汎用されている樹脂である（例えば特許文献１）。
【０００３】
　一方、アイライナーペンシル、アイブローペンシル、リップペンシルのようなペンシル
状化粧料は、鉛筆のように削って使用するタイプと、シャープペンシルのように繰り出し
て使用するタイプがあり、繰り出しタイプには、カートリッジ式に中身が取り替えられる
タイプがある。
【０００４】
　これらのペンシル状化粧料は、目元や唇に直接塗布して用いるため、化粧持ちが良いこ
とに加えて、なめらかに塗布できるものであることが好ましいが、従来知られているペン
シル状化粧料は、この点で必ずしも満足できるものではなかった。
【０００５】
　ペンシル状化粧料で、揮発性油剤を配合して、化粧持ちを高めたり、なめらかさを付与
しようとする試みもなされており、特許文献２では、有機シリコーン樹脂、揮発性油剤、
重質流動イソパラフィン、親油性ゲル化剤、および粉体を配合した棒状化粧料が開発され
ている。
　しかしながら、この棒状化粧料は、高温で揮発性油剤、特に化粧持ちやなめらかさに効
果の高い炭化水素系の揮発性油剤が揮散してしまい、安定性に欠けるという欠点があった
。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２１０９５８
【特許文献２】特許第３６５４８０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、高温での安定性がよく、化粧持ちと塗布時のなめらかさに優れたペン
シル状化粧料および化粧製品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは油分とワックスの組み合わせ次第で、揮発性油分が揮散しやすかったり、
揮散し難しかったりすることに着目した。その結果、揮発性油分と重質流動イソパラフィ
ンとライスワックスをそれぞれ特定量配合することで、揮発性油分の揮散が抑制され、化
粧持ちと塗布時のなめらかさに優れ、安定性の良いペンシル状化粧料が得られることを見
出した。
【０００９】
　すなわち本発明は、（ａ）揮発性油分を１５～５０質量％と、（ｂ）重質流動イソパラ
フィンを５～２５質量％と、（ｃ）ライスワックスを５～３０質量％と、を配合してなる
ことを特徴とする芯状のペンシル状化粧料である。
【００１０】
　また本発明は、上記ペンシル状化粧料が、シャープペンシル形収納容器に繰り出し可能
に収納されていることを特徴とする化粧製品である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のペンシル状化粧料は、高温での安定性がよく、塗布時のなめらかさに優れ、し
かも化粧持ちのよいものである。
　また、本発明の化粧製品は、上記ペンシル状化粧料をシャープペンシル形収納容器に繰
り出し可能に収納したことで、揮発性油分の揮散をより防ぐことができ、ペンシル状化粧
料を簡易な方法で安定してなめらかに塗布でき、使用性がよいものである。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、本発明の最良の実施形態について説明する。
　本発明においては、ライスワックスを配合することで高温における揮発性油分、特に炭
化水素系揮発性油分の揮散が抑制され、塗布時のなめらかな使用感が安定的に付与される
。さらに重質流動イソパラフィンを配合することにより、揮発性油分の揮散によりライス
ワックスと重質流動イソパラフィンの膜が残って化粧持ちが良いものとなる。その結果、
化粧持ちのよさに加えてなめらかな塗布感をも有するペンシル状化粧料とすることができ
たものである。
【００１３】
　本発明で用いられる（ａ）揮発性油分としては、例えばデカメチルシクロペンタシロキ
サン，ポリメチルシクロヘキサシロキサン，ポリメチルシクロテトラシロキサン等のシリ
コーン系油分、イソドデカン，イソヘキサデカン，イソパラフィン（Ｃ10-14）等の炭化
水素系油分等が挙げられる。このうち好ましいのは、イソパラフィン（Ｃ10-14）等の炭
化水素系油分である。炭化水素系油分は、化粧持ちやなめらかさの付与効果が高いもので
ある。また特に好ましいのは、揮発性油分としてデカメチルシクロペンタシロキサンとイ
ソパラフィンを併用することである。
【００１４】
　（ａ）揮発性油分の配合量は、ペンシル状化粧料全量中、１５～５０質量％であり、よ
り好ましくは２０～４０質量％である。（ａ）成分が多すぎると揮散量が多くなって安定
性が悪くなり、少なすぎると結果的に不揮発性油分量が多くなって化粧持ちが悪くなる。
また、デカメチルシクロペンタシロキサンとイソパラフィンを併用する場合は、それぞれ
を１０～２５質量％用いるのが良い。
【００１５】
　次に、（ｂ）重質流動イソパラフィンについて説明する。
　（ｂ）重質流動イソパラフィンは、粘度１００００～５０００００ｃｐｓのポリイソブ
テンである。重質流動イソパラフィンを用いることにより、揮発性油分が揮散した後に、
重質流動イソパラフィンはライスワックスと共に膜を形成し、この膜が化粧持ちを良くす
る。
【００１６】
　（ｂ）重質流動イソパラフィンの配合量は、ペンシル状化粧料全量中、５～２５質量％
であり、好ましくは１０～２０質量％である。（ｂ）成分は揮発油分が揮散した後の塗膜
の維持を助ける。しかし（ｂ）成分が多すぎると揮発油分が揮散した後の塗膜中の相対固
化材量が少なくなるため化粧持ちが悪くなり、少なすぎると塗膜の伸縮性を損なう。
【００１７】
　本発明で用いられる（ｃ）ライスワックスは、米ヌカから抽出された米油を精製する際
、分離した蝋油（ろうゆ）を精製したものである。ワックスの中でもライスワックスを用
いることにより、高温における炭化水素系の揮発性油分の揮散が抑えられ、高温安定性が
良くなる。
【００１８】
　（ｃ）ライスワックスの配合量は、ペンシル状化粧料全量中、５～３０質量％であり、
好ましくは１２～２５質量％である。（ｃ）成分が多すぎるとなめらかさに欠け、少なす
ぎると化粧持ちや成形性、安定性に劣るようになる。
【００１９】
　本発明においては、上記必須成分としての油分のほか、モクロウ、カカオ脂、硬化ヒマ
シ油、硬化油、パーム油、硬化ヤシ油、モクロウ核油等の固体油脂；カルナウバロウ、ミ
ツロウ、キャンデリラロウ、ジョジョバロウ、ラノリン、セラックロウ等のロウ類：ポリ
エチレンワックス、パラフィンワックス、セレシン、マイクロクリスタリンワックス等の
炭化水素系ワックス類；ベヘニルアルコール、セタノール、バチルアルコール等の高級ア
ルコール；シリコンワックス等の固形油分、２－エチルヘキサン酸セチル、トリイソステ
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アリン酸グリセリル、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、イソステアリルアルコール
リンゴ酸ジエステル、トリメチロールプロパントリイソオクタノエート、イソオクタン酸
トリグリセリド、ペンタエリスリトールテトライソオクタノエート、パルミチン酸オクチ
ル、クエン酸アセチルトリブチル、ジメチルポリシロキサン（6～5000cs）、メチルフェ
ニルポリシロキサン等の流動油分を用いることができる。
【００２０】
　本発明においては、上記必須成分以外に色材が配合される。色材はペンシル状化粧料に
通常用いられる色材であれば良く、粉末状でもレーキ状（油を練り込んだ状態）でもよい
。無機顔料であっても、有機顔料であっても、パール剤であってもよい。色材の好ましい
配合量は、ペンシル状化粧料中、５～４０質量％である。
【００２１】
　本発明のペンシル状化粧料には、上記成分に加えて必要に応じ、顔料、保湿剤、防腐剤
、酸化防止剤、香料、薬剤、溶剤等を本発明の効果を損なわない質的、量的条件下で使用
することが可能である。
【００２２】
　本発明のペンシル状化粧料としては、リップライナーペンシル、アイライナーペンシル
、アイブローペンシルの他に、口紅、ペンシル状アイシャドー等が含まれる。形態として
は、ペンシル形またはシャープペンシル形が挙げられる。中でも、繰出しするシャープペ
ンシル形が好ましい。
　特に本発明によれば、芯状のペンシル状化粧料が、シャープペンシル形収納容器に繰り
出し可能に収納された化粧製品が提供される。
【実施例】
【００２３】
　本発明について以下に実施例を挙げてさらに詳述するが、本発明はこれによりなんら限
定されるものではない。配合量は特記しない限り質量％で示す。
　実施例の説明に先立ち本発明で用いた効果試験方法について説明する。
【００２４】
（１）化粧持ちのよさ、なめらかさの評価試験
　塗布後の化粧持ちのよさおよび塗布時のなめらかさについて、パネル１０名による使用
テストを行い、パネル各人が下記評価にて７段階に評価し、各試料ごとにパネル全員の評
点合計から、その平均値を算出し、下記４段階判定基準により判定した。
　６：非常に良い
　５：良い
　４：やや良い
　３：普通
　２：やや悪い
　１：悪い
　０：非常に悪い
【００２５】
（４段階判定基準）
　５．２以上　　　　　：◎（非常に良好）
　３．２以上５．２未満：○（良好）
　１．２以上３．２未満：△（どちらともいえない～やや不良）
　１．２未満　　　　　：×（不良）
【００２６】
（２）揮発安定性試験
　下記の方法で調製したリップライナーペンシルの中味を８０℃でファンデーション用気
密容器に充填し、容器のふたを閉めた状態で、５０℃、４週間後での重量減量を測定した
。この減量を揮散量とした。
（判定基準）
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　○：揮散量が１０質量％以下である。
　×：揮散量が１０質量％を超える。
【００２７】
（３）分散性試験
　下記の方法で調製したリップライナーペンシルの中味を８０℃でファンデーション用気
密容器に充填・静置し、１日後固化した状態にて分散性を目視で評価した。
（判定基準）
　○：均一な表面状態である
　△：一部まだら状、点状など不均一な表面状態である
　×：全体的にまだら状、点状など不均一な表面状態である
【００２８】
試験例１～６（リップライナーペンシル）
　次の表１に記載する材料を練り合わせ、揮発性油剤以外を１００℃で融解し、攪拌混合
する。次に揮発性油剤を添加し、８０℃で攪拌混合し容器に充填して芯体を成型した。芯
体のサイズは、３φ×２５０（ｍｍ）とし、適宜切断し容器にあわせた。この芯体を繰出
し芯としてシャープペンシル形の繰出し器に挿入してリップライナーペンシルとした。
【００２９】
　得られた試験例１～６のリップライナーペンシルの揮発安定性および分散性について、
上記した基準で評価した。その結果を表１に示す。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　表１から、炭化水素系揮発性油分であるインドデカンを用いた試験例３～６では、ライ
スワックス以外のワックスを用いた試験例３，４，６の場合、分散安定性もしくは揮発安
定性が悪いものであることが分かる。ライスワックスを用いた場合は、炭化水素系揮発性
油分、シリコーン系揮発性油分のいずれを用いた場合も（試験例１，２，５）、安定性が
良いものであることが分かる。
【００３２】
試験例７～１１（リップライナーペンシル）
　次の表２に記載する材料を用いて上記と同様にしてリップライナーペンシルを調製した
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。
　得られた試験例７～１１のリップライナーペンシルの塗布後の化粧持ちのよさおよび塗
布時のなめらかさについて、上記した基準で評価した。その結果を表２に示す。
【００３３】
【表２】

【００３４】
※１：シリコンＫＦ５６（信越化学社製）
【００３５】
　試験例７～９は、揮発性油分であるイソドデカンおよびデカメチルシクロペンタシロキ
サンの配合量を変化させたもので、試験例９は揮発性油分が１０質量％と少ないため、化
粧持ちに劣る結果となっている。それに対して試験例７，８は揮発性油分を適正量用いて
いるため化粧持ちの良いものとなっている。また、なめらかさについては、試験例８がも
っともなめらかであった。試験例１０，１１は、ライスワックス量を変化させたもので、
試験例１０はライスワックスが１０質量％と少ないため若干化粧もちに劣り、あわせて成
型性も若干劣るものであった。試験例１１はライスワックスを２５質量％にしたもので化
粧もちは優れていたが、なめらかさは試験例８にくらべ若干劣るものとなっている。
【００３６】
　以下に、本発明のペンシル状化粧料の処方例を挙げる。本発明はこの処方例によって何
ら限定されるものではなく、特許請求の範囲によって特定されるものであることはいうま
でもない。
【００３７】
処方例１（リップペンシル）
ライスワックス　　　　　　　　　　２０　質量％
デカメチルシクロペンタシロキサン　１５
イソドデカン　　　　　　　　　　　３５
ポリイソブテン　　　　　　　　　　１０
セスキイソステアリン酸ソルビタン　　１
色材　　　　　　　　　　　　　　　１９
【００３８】
（製造方法）
　揮発性油剤以外を１００℃で融解し、攪拌混合する。次に揮発性油剤を添加し、８０℃
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【００３９】
処方例２（口紅）
ライスワックス　　　　　　　　　　　　　１５　質量％
デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　１０
イソドデカン　　　　　　　　　　　　　　２０
ポリイソブテン　　　　　　　　　　　　　１５
ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン　３０
セスキイソステアリン酸ソルビタン　　　　　１
色材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９
【００４０】
（製造方法）
　揮発性油剤以外を１００℃で融解し、攪拌混合する。次に揮発性油剤を添加し、８０℃
以上で攪拌混合し容器に充填する。
【００４１】
処方例３（アイブロー）
ライスワックス　　　　　　　　　　２５　質量％
デカメチルシクロペンタシロキサン　１０
イソドデカン　　　　　　　　　　　３５
ポリイソブテン　　　　　　　　　　１０
セスキイソステアリン酸ソルビタン　　１
色材　　　　　　　　　　　　　　　１９
【００４２】
（製造方法）
　揮発性油剤以外を１００℃で融解し、攪拌混合する。次に揮発性油剤を添加し、８０℃
以上で攪拌混合し容器に充填する。
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